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○
国
土
交
通
省
令
第
六
十
八
号

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
五
十

四
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
九
月
十
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
加
齢
対
応
構
造
等
で
あ
る
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
準
ず
る
基
準
）

（
加
齢
対
応
構
造
等
で
あ
る
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
準
ず
る
基
準
）

第
四
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
既

第
四
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
既

存
の
住
宅
そ
の
他
の
建
物
の
改
良
（
用
途
の
変
更
を
伴
う
も
の
を
含
む
。
以
下
こ

存
の
住
宅
そ
の
他
の
建
物
の
改
良
（
用
途
の
変
更
を
伴
う
も
の
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
、
第
十
八
条
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
地
域

の
条
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ

に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措

た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七

置
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
賃
貸

十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
賃
貸
住
宅
等
を
改
良
す
る
場
合
に
あ

住
宅
等
を
改
良
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域

っ
て
は
、
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
住
宅
計
画
に
基
づ
き
実
施
さ
れ

住
宅
計
画
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

る
も
の
に
限
る
。
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
賃
貸
住
宅
の
整
備
が
行

に
よ
り
賃
貸
住
宅
の
整
備
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
建
築
材
料
又
は
構
造
方

わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
建
築
材
料
又
は
構
造
方
法
に
よ
り
、
第
三
十
四
条
第
一

法
に
よ
り
、
第
三
十
四
条
第
一
項
の
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で

項
の
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
加
齢
対
応

な
い
と
認
め
ら
れ
る
加
齢
対
応
構
造
等
で
あ
る
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
適
用
さ

構
造
等
で
あ
る
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
事
業
認
可
申
請
書
）

（
事
業
認
可
申
請
書
）

第
三
十
二
条

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
事
業
認
可
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式

第
三
十
二
条

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
事
業
認
可
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式

と
す
る
。

と
す
る
。

２

事
業
認
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
認
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一

賃
貸
住
宅
の
位
置
を
表
示
し
た
付
近
見
取
図

（
削
る
）

二

縮
尺
、
方
位
、
賃
貸
住
宅
の
敷
地
の
境
界
線
及
び
敷
地
内
に
お
け
る
賃
貸
住

宅
の
位
置
を
表
示
し
た
配
置
図

一

認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
認
可
に
係
る
賃
貸
住
宅
の
整
備
（
既

三

縮
尺
、
方
位
、
間
取
り
、
各
室
の
用
途
及
び
設
備
の
概
要
を
表
示
し
た
各
階

存
の
住
宅
そ
の
他
の
建
物
の
改
良
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る

平
面
図

場
合
に
あ
っ
て
は
、
縮
尺
、
方
位
、
間
取
り
、
各
室
の
用
途
及
び
設
備
の
概
要

を
表
示
し
た
各
階
平
面
図

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
賃
貸
住
宅
の
規
模
及
び
設

（
新
設
）

備
の
概
要
を
表
示
し
た
間
取
図
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（
削
る
）

四

認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
認
可
に
係
る
賃
貸
住
宅
の
整
備
（
既

存
の
住
宅
そ
の
他
の
建
物
の
改
良
（
用
途
の
変
更
を
伴
う
も
の
を
含
む
。
）
に

よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
賃
貸
住
宅

の
敷
地
と
な
る
べ
き
土
地
の
区
域
内
の
土
地
又
は
そ
の
土
地
に
つ
い
て
建
物
の

所
有
を
目
的
と
す
る
地
上
権
、
賃
借
権
若
し
く
は
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
を
有

す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
削
る
）

五

認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
認
可
に
係
る
賃
貸
住
宅
を
有
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

当
該
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
賃
貸
住
宅
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と

を
証
す
る
書
類

ロ

当
該
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
賃
貸
住
宅
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区

域
内
の
土
地
又
は
そ
の
土
地
に
つ
い
て
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
地
上
権

、
賃
借
権
若
し
く
は
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書
類

（
削
る
）

六

認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
認
可
に
係
る
賃
貸
住
宅
の
賃
借
権
又

は
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

当
該
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
権
利
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書
類

ロ

当
該
賃
貸
住
宅
を
有
す
る
者
が
当
該
賃
貸
住
宅
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区

域
内
の
土
地
又
は
そ
の
土
地
に
つ
い
て
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
地
上
権

、
賃
借
権
若
し
く
は
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書
類

ハ

当
該
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
賃
貸
住
宅
に
お
い
て
法
第
五
十
六
条

に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
当
該
賃
貸
住
宅
を
有
す
る
者
が
承

諾
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
削
る
）

七

認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
登
記
事

項
証
明
書
及
び
定
款

三

（
略
）

八

（
略
）

四

そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
新
設
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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（
規
模
及
び
設
備
の
基
準
）

（
規
模
及
び
設
備
の
基
準
）

第
三
十
三
条

法
第
五
十
四
条
第
一
号
イ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
規
模
及
び
設

第
三
十
三
条

法
第
五
十
四
条
第
一
号
イ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
規
模
及
び
設

備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

各
戸
が
床
面
積
二
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
（
同
等
以
上
の
居
住
環
境
が
確
保
さ

一

各
戸
が
床
面
積
二
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
（
共
同
利
用
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し

十
八
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
市
町
村
高
齢
者
居
住
安

、
居
間
、
食
堂
、
台
所
そ
の
他
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
を
賃
借
人
が
共
同

定
確
保
計
画
で
別
に
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
規
模
、
都
道
府
県
高
齢
者

し
て
利
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
る
こ

居
住
安
定
確
保
計
画
で
別
に
定
め
る
場
合
（
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計

と
が
で
き
る
。

画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
そ
の
規
模
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

二

原
則
と
し
て
、
各
戸
が
台
所
等
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同

等
以
上
の
居
住
環
境
が
確
保
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
各
戸
が
台
所
、
収
納

設
備
又
は
浴
室
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

イ

原
則
と
し
て
、
各
戸
が
台
所
等
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

（
新
設
）

同
等
以
上
の
居
住
環
境
が
確
保
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
各
戸
が
台
所
、

収
納
設
備
又
は
浴
室
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

ロ

居
間
、
食
堂
、
台
所
そ
の
他
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
を
賃
借
人
が
共

（
新
設
）

同
し
て
利
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満

た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
加
齢
対
応
構
造
等
で
あ
る
構
造
及
び
設
備
の
基
準
）

（
加
齢
対
応
構
造
等
で
あ
る
構
造
及
び
設
備
の
基
準
）

第
三
十
四
条

法
第
五
十
四
条
第
一
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

第
三
十
四
条

法
第
五
十
四
条
第
一
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

２

都
道
府
県
知
事
（
機
構
又
は
都
道
府
県
が
終
身
賃
貸
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ

２

都
道
府
県
知
事
（
機
構
又
は
都
道
府
県
が
終
身
賃
貸
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
）
が
既
存
の
住
宅
に
係
る
法
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る

っ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
）
が
既
存
の
住
宅
に
係
る
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る

事
業
の
認
可
を
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
五
十
四
条
第
一
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令

事
業
の
認
可
を
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
五
十
四
条
第
一
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
基
準
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

で
定
め
る
基
準
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
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と
す
る
。

一

便
所
、
浴
室
及
び
住
戸
内
の
階
段
に
は
、
手
す
り
を
設
け
る
こ
と
。

（
新
設
）

二

そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

（
都
道
府
県
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
で
定
め
る
事
項
）

（
新
設
）

第
三
十
八
条

都
道
府
県
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、
市
町
村
高

齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
市
町
村
の
区
域
以
外
の
区
域
に
つ

い
て
、
都
道
府
県
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
で
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四

条
の
規
定
に
よ
る
基
準
を
強
化
し
、
又
は
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
で
定
め
る
事
項
）

（
新
設
）

第
三
十
九
条

市
町
村
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、
市
町
村
高
齢

者
居
住
安
定
確
保
計
画
で
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

を
強
化
し
、
又
は
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
四
十
一
条

法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次

第
三
十
九
条

法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次

に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
）

三

都
道
府
県
が
終
身
賃
貸
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
四
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
権
限

第
四
十
二
条

（
略
）

第
四
十
条

（
略
）
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別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
第
五
十
二
条
の
認
可
の
申
請
で
あ
っ

て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
認
可
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に

つ
い
て
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
八
十
六
号

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
令
第

六
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交

通
省
令
第
百
十
五
号
）
第
三
十
三
条
第
一
号
た
だ
し
書
及
び
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確

保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
三
条
第
一
号
た
だ
し
書
及
び
第
二
号
ロ
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
九
月
十
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
3
3
条
第
１
号
た
だ
し
書
及
び
第
２
号
ロ
の
国
土
交
通

大
臣
が
定
め
る
基
準

（定
義

）

第
１
条

こ
の
告
示
に
お
い
て

「共
同
居
住
型
賃
貸
住
宅

」と
は

賃
借
人

（賃
貸
人
が
当
該
賃
貸
住
宅
に
居
住
す
る

、

場
合
に
あ
っ
て
は

賃
借
人
及
び
賃
貸
人

）が
共
同
し
て
利
用
す
る
居
間

食
堂

台
所
そ
の
他
の
居
住
の
用
に
供

、
、

、

す
る
部
分
を
有
す
る
賃
貸
住
宅
を
い
う

。

（規
模
及
び
設
備
の
基
準

）

第
２
条

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
3
3
条
第
１
号
た
だ
し
書
及
び
第
２
号
ロ
の
国
土
交
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通
大
臣
が
定
め
る
基
準
は

次
の
と
お
り
と
す
る

。

、

一
共
同
居
住
型
賃
貸
住
宅
の
床
面
積

（単
位

平
方
メ

ト
ル

）が
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
数
値
以
上
で
あ

ー

る
こ
と

。

1
5
Ａ

＋1
0

（た
だ
し

Ａ
２

）

、
≧

（こ
の
式
に
お
い
て

Ａ
は

共
同
居
住
型
賃
貸
住
宅
の
入
居
者

（賃
貸
人
が
当
該
共
同
居
住
型
賃
貸
住
宅
に
居

、
、

住
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
賃
貸
人
を
含
む

。第
４
号
及
び
第
５
号
に
お
い
て
同
じ

。

）の
定
員
を
表
す
も

、

の
と
す
る

。

）

二
共
同
居
住
型
賃
貸
住
宅
の
う
ち
認
可
の
申
請
に
係
る
住
宅
で
あ
る
部
分
に
あ
っ
て
は

各
専
用
部
分
の
入
居
者

、

の
定
員
を
１
人
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。

三
共
同
居
住
型
賃
貸
住
宅
の
う
ち
認
可
の
申
請
に
係
る
住
宅
で
あ
る
部
分
に
あ
っ
て
は

各
専
用
部
分
の
床
面
積

、

（収
納
設
備
が
備
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
収
納
設
備
の
床
面
積
を
含
み

そ
の
他
の
設
備
が
備

、
、

え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
設
備
の
床
面
積
を
除
く

。

）が
９
平
方
メ

ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と

。

、
ー

四
共
同
居
住
型
賃
貸
住
宅
の
共
用
部
分

（以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に

「共
用
部
分

」と
い
う

。

）に
次
に
掲

、

げ
る
設
備
等
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

。た
だ
し

共
同
居
住
型
賃
貸
住
宅
の
各
専
用
部
分
に

次
に
掲
げ
る
い

、
、

ず
れ
か
の
設
備
等
が
備
え
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は

共
用
部
分
に
当
該
設
備
等
を
備
え
る
こ
と
を
要
し
な

、

い

。な
お

共
用
部
分
に
洗
濯
場
を
備
え
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は

共
同
居
住
型
賃
貸
住
宅
の
入
居
者
が
共
同

、
、
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で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
備
え
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
も
の
と
す
る

。

イ
居
間

ロ
食
堂

ハ
台
所

ニ
便
所

ホ
洗
面
設
備

ヘ
浴
室
又
は
シ
ャ
ワ

室
ー

ト
洗
濯
室
又
は
洗
濯
場

五
少
な
く
と
も
共
同
居
住
型
賃
貸
住
宅
の
入
居
者
の
定
員
を
５
で
除
し
て
得
た
数

（１
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
数

）に
相
当
す
る
人
数
が
一
度
に
利
用
す
る
の
に
必
要
な
便
所

洗
面
設
備
及
び
浴
室

、
、

若
し
く
は
シ
ャ
ワ

室
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
能
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と

。

ー

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
八
十
七
号

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
令
第

六
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通

省
令
第
百
十
五
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
九
月
十
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交

通
大
臣
の
定
め
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大

臣
の
定
め
る
基
準
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
百
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改
正

後
改

正
前

２
住
宅
の
共
用
部
分
に
係
る
基
準

２
住
宅
の
共
用
部
分
に
係
る
基
準

⑴
⑶

（略

）

⑴
⑶

（略

）

～
～

⑷
便
所
及
び
浴
室

（新
設

）

共
同
居
住
型
賃
貸
住
宅

（賃
借
人

（賃
貸
人
が
当
該
賃
貸
住
宅
に
居
住
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は

賃
借
人
及
び
賃
貸
人

）が
共
同
し
て
利
用
す
る
居
間

食
、

、

堂
台
所
そ
の
他
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
を
有
す
る
賃
貸
住
宅
を
い
う

。

、）に
あ
っ
て
は

共
用
部
分
に
存
す
る
便
所
及
び
浴
室
が
前
項
に
掲
げ
る
基
準

、

に
適
合
し
て
い
る
こ
と

。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
八
十
八
号

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
令
第

六
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通

省
令
第
百
十
五
号
）
第
三
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
第
三
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
九
月
十
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
3
4
条
第
２
項
第
２
号
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大

臣
の
定
め
る
基
準

１
住
宅
の
専
用
部
分
に
係
る
基
準

手
す
り
が

次
の
表
の

い
項
に
掲
げ
る
空
間
ご
と
に

（ろ

）項
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

。

、
（

）
、

た
だ
し

便
所

浴
室

玄
関
及
び
脱
衣
室
に
あ
っ
て
は

日
常
生
活
空
間

（高
齢
者
の
利
用
を
想
定
す
る
一
の
主

、
、

、
、

た
る
玄
関

便
所

浴
室

脱
衣
室

洗
面
所

寝
室

（以
下

「特
定
寝
室

」と
い
う

。

）

食
事
室
及
び
特
定
寝

、
、

、
、

、
、

室
の
存
す
る
階

（接
地
階

（地
上
階
の
う
ち
最
も
低
い
位
置
に
存
す
る
階
を
い
う

。

）を
除
く

。

）に
あ
る
バ
ル
コ

ニ
特
定
寝
室
の
存
す
る
階
に
あ
る
す
べ
て
の
居
室
並
び
に
こ
れ
ら
を
結
ぶ
一
の
主
た
る
経
路
を
い
う

。

）内
に

ー
、

存
す
る
も
の
に
限
る

。
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（い

）

（ろ

）

空
間

手
す
り
の
設
置
の
基
準

階
段

少
な
く
と
も
片
側

（勾
配
が
4
5
度
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
両
側

）に
設

け
ら
れ
て
い
る
こ
と

。た
だ
し

ホ
ム
エ
レ
ベ

タ
が
設
け
ら
れ
て
い

、
ー

ー
ー

る
場
合
に
あ
っ
て
は

こ
の
限
り
で
な
い

。

、

便
所

立
ち
座
り
の
た
め
の
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

。

浴
室

浴
槽
出
入
り
の
た
め
の
も
の
又
は
浴
室
内
で
の
姿
勢
保
持
の
た
め
の
も
の
が

設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

玄
関

上
が
り
か
ま
ち
部
の
昇
降
や
靴
の
着
脱
の
た
め
の
も
の
が
設
置
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
こ
と

。

脱
衣
所

衣
服
の
着
脱
の
た
め
の
も
の
が
設
置
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と

。

２
住
宅
の
共
用
部
分
に
係
る
基
準

共
同
居
住
型
賃
貸
住
宅

（賃
借
人

（賃
貸
人
が
当
該
賃
貸
住
宅
に
居
住
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

賃
借
人
及
び
賃

、

貸
人

）が
共
同
し
て
利
用
す
る
居
間

食
堂

台
所
そ
の
他
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
を
有
す
る
賃
貸
住
宅
を
い

、
、
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う

。

）に
あ
っ
て
は

手
す
り
が

次
の
表
の

（い

）項
に
掲
げ
る
空
間
ご
と
に

（ろ

）項
に
掲
げ
る
基
準
に
適

、
、

、

合
し
て
い
る
こ
と

。

（い

）

（ろ

）

空
間

手
す
り
の
設
置
の
基
準

共
用
便
所

立
ち
座
り
の
た
め
の
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

。

共
用
浴
室

浴
槽
出
入
り
の
た
め
の
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

。

３
建
築
材
料
又
は
構
造
方
法
に
よ
り

前
２
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
部
分
の
あ
る
加
齢
対
応
構
造
等
で
あ
っ
て

前
、

、

２
項
の
基
準
に
適
合
す
る
加
齢
対
応
構
造
等
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は

都
、

道
府
県
知
事

（独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
又
は
都
道
府
県
が
終
身
賃
貸
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

国
、

土
交
通
大
臣

）は
前
２
項
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

、



- 4 -

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


